
高齢者を狙う悪質商法の手口とその防ぎ方 

あなたの財産を守る成年後見制度 
 
 高齢者地域包括支援センターの【ときわぎ国領】との第３回懇談会が、 

2 月 24 日(土)に開催されます。 

オレオレ詐欺や、補修工事を装って膨大な値段を吹っか

ける悪行は、いつまでたっても絶えません。 

２０万円ですむ工事が、次々と補修名義でいじくりまわ

された挙句に、その請求額が 2000 万円になっていたな

どの例もあります。 

 

老朽化する多摩川住宅。 

高齢者がどんどん増えていく多摩川住宅。 

みなさんの財産を守り、悪質業者を寄せ付けないために、下記のような懇談会を計画いた

しました。 

 

今回は【ときわぎ国領】だけでなく、【東京都消費生活総合センター】からも、実際にその

ような事件の処理を行っている方が参加してくださいます。 

これからますます増えていきそうな悪質業者や、言葉巧みにあなたの財産を狙う 

プロの詐欺師から、ホ号棟全体を守るためにぜひお誘い合わせてご参加ください。 

 

 ときわぎ国領との第 3 回懇談会を開催します。 

 

日   時   平成 19 年 2 月 24 日(土)  午前 10 時～ 

場   所   ホ号棟集会所(4 号棟 1 階・管理組合事務所横) 

参 加 者   ホ号棟住民およびその関係者 

【ときわぎ国領】職員 

東京都消費生活総合センター【悪質商法、成年後見制度】担当 

テ ー マ   悪質商法の実態とその防ぎ方 

成年後見制度 

個別課題、個別相談(実施の方向で調整中) 

 
なお、2月号【清流】では、さらに詳しくお知らせをいたします。 

とりあえず、この日(2 月 24 日)を予定しておいてください。お待ちしています。 

 

 

 

 


